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すい。③また，区間の不均衡等が生ずるなど行政執行上

の問題点もあり，必ずしも自治区がよいともいいきれな

い。

　そして，指定都市の区にどのような機能を持たせるか

は，その都市の実情に即して市長が決められることにな

っているので，場合によっては，自治区に近い機能を持

たせることもできるのである。

　そこで，指定都市の各市では，区をどう位置づけ，区

役所にどのような事務や権限を与えているかをみてみよ

う。

３ 区役所の現状

（1) 区役所の事務及び機構

　横浜市をはじめ札幌，川崎，名古屋，京都，大阪，神

戸，北九州及び福岡の９市は，人口等の集中する大都市

であり，指定都市として一般の市にない区の設置が認め

られている。区役所は，区の事務所であり，指定都市の

行政の第一線機構である。

　そこで，大都市における市民と行政の対応について考

える参考として，指定都市の区役所の比較（別表資料P

76参照）を中心としてその現状を簡単に整理してみた。

２―指定都市の区の性格

　指定都市の区は「市長の権限に属する事務を分掌させ

るための区」であり（地方自治法第252条の20）,事務処

珂の便宜のため設置された「行政区」であって，「自治

区」である東京都の特別区と異なる。

　いうまでもなく指定都市の区は市の議会の定める条例

で設置され，市長が任命する区長により市長の補助執行

事務，市長等の委任事務，法令により直接区長へ委任さ

れた事務を処理する。従って，区独立の予算もなく，委

任事務を除き,市長の指揮監督を受け,事務を執行する。

　これに反し，東京都の特別区は，特別地方公共団体と

して法人格をもち，議会と公選の区長をもつ自治区であ

る。従って，一般市とほぼ同様な事務を処理し，区独自

の組織，予算をもって独立の運営をすることができる。

　住民と行政との対応を考えるとき，東京都の特別区の

ような自治区が望ましいとも考えられるが，他面①各区

の独自の運営によりパラパラとなり，大都市行政の一体

性を確保しにくい。②権限，財源配分の争いが発生しや
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　指定都市とその区の制度が発足しだのは，昭和31年９

月であるが，横浜，名古屋，京都，大阪，神戸の５市は

それ以前から区が設置されており，その当時の事務が殆

んどそのまま引継がれ現在の区の事務となっている。す

なわち，戸籍，住民基本台帳，国保，年金，選挙，統計

などの国等の機関委任事務を中心として，それに印鑑登

録,地域連絡事務や農政事務を加えたものが現在の区役

所事務であり，これらは区が独自に企画し，実施するも

のは少く，画一的，機械的，定例的な窓口事務が殆んど

で単に市行政の区域における第一線の実施機関と位置づ

けられているにすぎないと考えられる。

　しかし，昭和39年横浜市は区役所を「大区役所」と位

置づけ，序々にではあるが，市民に身近かな事務や青少

年事務を移譲し，区役所機能を拡充してきている。そし

て昭和44年10月には，区の再編成に際し，区内の事務事

業の企画，総合調整を行うとともに，広報区版の編集，

出張巡回相談，住民集会，区民会議の対応措置を行う区

長室（調整係，区民相談室）を設置し，更に充実強化し

ている。たが，区内事務事業の多くは，各局所属の出先

機関が実施しており，保健所，福祉事務所，建築出張所

などは同一庁舎内にはあるが，区役所に統合されている

わけではない。この点，大阪市や名古屋市は福祉事務所

を区長所管としているが，その他はなお，各局の直属の

機関に止まっている。

　しかしながら，これに反し，札幌市や福岡市など昭和
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47年に指定都市に昇格と同時に区が設置された市におい

ては，かなり区ないし区役所の位置づけを明確に打ち出

し, ①各局所管出先機関を極力区役所に統合し，広範囲

の事務を所掌し, ②これに対応する住民の広聴広報機能

を強化するとともに, ③区役所をコミュニティーづくり

の拠点として多くの市民利用施設を区役所所管としてき

ている。

　いずれにしても，区役所は，住民に一番身近かな役所

であり，住民と行政との対応を考えるとき，なお一層の

充実強化が望まれるわけであるが，横浜市では，昭和49

年から区政について一般市民が討議する「区民会議」が

設置され，区役所がその対応の第一線として活動してお

り，このような行政の民主化や市民参加という面からみ

ても区の機能の強化が望まれる。

　浜市）

○　連絡調整会議による調整（札幌市,川崎市,京都市，

　大阪市，神戸市，横浜市）

　このようにかなりの市で，区長に対し，何らかの調整

機能を与えており，この事務は，区役所の広報，広聴部

門が担当しているが，横浜市では，専門の部門として区

長室に調整係を設置しているのが注目される。

(3)区役所と予算

(2)区長の総合調整機能

　次に,住民と行政の対応という面からは,できるだけ身

近かな区役所で事務処理が行われることが望ましいが，

広域的事務，大規模な事務，統一的な事務，高度に専門

的・技術的な事務などのほか，人的，物的合理性の面か

ら判断して移譲できない事務も多い。そのため，各局事

務事業がそのままそれぞれの出先機関を通じてバラバラ

に行われたり，市役所まで足を運ばなくてはならず，住

民に不便をかけるので区内の事務事業について区と各局

及び区内の出先機関相互の総合調整が必要である。

　前述のように，札幌市や福岡市などはかなりの事務事

業を区役所所管としているので，区長の調整権の意味は

少いが，他の都市にとっては，大きな意味がある。各都

市の総合調整は，強弱があるが，おおむね，次の方式に

分類できると思われる。

ア　区と局との関係

○　区に関係する局の事務事業について区長への事前の

　協議・説明の義務化（横浜市，福岡市，北九州市）

○　区と局の会議による調整（札幌市,京都市,福岡市，

　横浜市）

○　区長の意見提出権を賦与（大阪市,神戸市,京都市，

　福岡市など）

イ　区と区内出先機関との関係

○　区長に指示権を賦与（大阪市，一部事務について横
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　次に，区役所における予算要求とその執行はどのよう

になっているか。この点は，各指定都市とも殆んど同様

の扱いとなっている。すなわち，まず，区役所予算の編

成は，区役所各課がそれぞれ所管している事務の主管局

と協議し，主管局がこれを一括してまとめ（市によって

は，本庁における区役所の窓口局を通じて），財政主管

局へ要求するという形をとっており，区長自ら財政当局

へ予算要求する権限は認められていない。従って，区役

所から主管局を経過する段階で区役所要求は調整を受け

るので，場合によっては，要求の取りやめも起り得ると

いう不安定なものとなっている。

　また，予算の執行は，財政主管局より各事業主管局に

令達され，各主管局から区役所へ配付される手続となっ

ており，予算の執行額，時期，相手方等が定められ単に

支出手続をとるにすぎない場合が多く，区が自由に使え

るものは殆んどない。

　しかし，区が自主的な予算執行ができるものとして，

最近区政振興費（川崎市，大阪市）,住民苦情緊急処理

費（名古屋市），区民簡易要望処理費（神戸市）などの

制度が設けられてきている。

　例えば，神戸市では，昭和45年度から区民の苦情要望

のうち，簡易かつ緊急を要するものや所管部局がなく，

行政の谷間になっている事務事業を区長の裁量で迅速に

処理するため，「区民簡易要望処理費制度」を設け，年

々予算額を増額しており，過去には，交通安全事業（ロ

ードミラーの設置，道路舗装等），環境整備事業（ちび

っこ広場，不法投棄防止など），区民コミュニティー活

動（区内各種行事）などに使用している。

　また，大阪市では，昭和48年度から「区政振興費」と

して，市政に関する区の総合調整機能及び区長の権限強
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化に関する施策の一環として区が自主的に企画実施する

事業の経費を計上し，コミュニティー農園，こども広場

の開設，バラの遊歩道の設置，区民トレーニングセンタ

ーの開設，花いっぱい運動などの多くの区独自の事業が

実施されている。

　また，独特なものとして，横浜市では，昭和44年から

区長の調整権限の一環として土木事務所の予算のうち道

路局分500万円，下水道局分300万円，計800万円の予

算について区長は指示権を有し，住民要望に対処してい

る。

　このように区の自主的な予算として計上されているも

のを整理すると，次のように区分できると思われる。

ア　住民の苦情の緊急処理経費　（川崎市，名古屋市。

　神戸市，一部につき横浜市）

イ　区の企画・実施機能の強化のための独自の事業実施

　経費　（大阪市）

　いずれにしても，このような費用が計上されることは

もとより望ましい方向ではあるが，多くの出先機関を統

合した札幌市，福岡市などは，その必要性は少いと思わ

れ，その経費は計上されていないことからみても，この

措置は，区役所への出先機関の統合（事務の拡大）の次

善の措置と考えざるを得ないものである。

(4)その他

　そのほか，職員の人事権や専決権限などについては各

市ともおおむね同様である。すなわち人事権は，区の一

般職員は，区長の権限であるが，あまり発動されておら

ず，また，専決権限は，おおむね区役所所管事務は区長

限りで決裁できるように移譲されているようである。

４―おわりに

　区役所は，市政の中で対市民サービス行政を担う第一

線機構である。しかし，以上ごく大まかにみたように一

部の例外を除き，多くの市は現状の区役所事務の大部分

は戸籍，住民基本台帳，選挙，国保，年金，税務等国，

県市からの委任事務で占められており，権限的にも予算

編成の執行，人事等あらゆる面で制約が多く，区役所の

自主的な執行はあまり行えないものとなっている。
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　これに対し，住民側からは市行政のあらゆる分野につ

いて苦情や要望がよせられ，期待されているが，現在の

区役所はこれに十分対応できるのであろうか。

　指定都市各市とも前にみたとおり実情も異るが，その

中で序々にではあるが検討され，工夫がなされ改善され

てきている。最近，名古屋市や神戸市などのように区政

研究会を設置して区役所のあり方について再検討が進め

られている模様である。

　今後，行政区の利点を生かして，住民の期待に十分応

え得る区役所となることが期待されるのである。

注　別表　指定都市の区役所についてが次頁に続く。
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別表　指定都市の区役所について　その１
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別表　指定都市の区役所について　その２
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